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　創文社より 1961年に刊行された村岡典嗣『日本思想史概説』は、『日本思想史研究』第

4巻として、村岡典嗣著作集刊行会により、村岡典嗣の講義ノートを編纂した著作である。

この論文では、この著作に収載された「日本思想史研究序論」を概観し、同著に収載され

た「日本思想史概説」の国体思想の淵源について検討する 1。村岡の日本思想史に対する

観点がどのようなものであり、どのような研究方法で日本思想史を研究するのかを検討

し、村岡の日本思想史研究において国体思想の淵源がどのように説明されるのかを見るこ

とにする。

日本思想史研究序論

　「日本思想史研究序論」は昭和 2年（1927）および昭和 5年（1930）東北帝国大学法文

学部講義草案から構成されている。その序論において、日本思想史という新たな学問の既

成的学問の間における位置、学問的 Orientationを考え、研究方法、日本思想史という特

殊の学問のための praktischの方法論を講ずることが述べられ、序説として日本思想史と

いう概念、その意義および可能と妥当とを述べようとする。まず、文化史の概念が述べら

れる。文化史は政治史に対立するものではなく、歴史が単なる年代的記録 chronologyに

とどまらず、史実の内面的記述に入るとき、それは必ず何らかの文化的現象を取り扱って

いて、文化を離れては歴史は存在せず、政治もまた文化の一面で、文化現象として歴史に

取り扱われ、一般の歴史即政治史といえども文化史の概念と反対するものではない。ただ

殊に国史の方面においては実際上に在来の一般の歴史が政治的方面に重きをおいて、他の

文化の重要な方面を軽視し閑却した嫌いがあったのに対して別の立場、一層適切な意味で

文化を主題とする歴史本来の立場を取ろうとするところにいわゆる文化史の主張を認めう

る。その重きを置くところが政治や軍事という方面よりも宗教、学問、芸術、道徳という

ような方面にあるということは、更にその歴史観の根拠における文化主義を前提としなけ

ればならない。文化主義とは物質的外面的文明 civilizationに対して精神的内的文化 Kultur

に多くの価値をおく考え方で、この文化主義の立場から文化の所産 properを主題とする

歴史が文化史で、文化の所産すなわち文化財（Kulturgüter）の各方面をそれぞれの主題と

するところに、たとえば宗教史、道徳史、芸術史その他様々な文化史の特殊相が成立し、
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同様に文化はそれぞれの国家において最もよく具現しかつ特殊性を発揮するところからし

て、諸々の国民文化史が成立し、またそこから東洋文化史、西洋文化史などの概念が考え

られ、主題別と国家別とが交互に交錯するところに、日本道徳史、日本宗教史の部門が成

立しうる（4頁）。

　村岡は文化史を事象としての文化史、思想としての文化史に分けて考えている。前者は

後者の具現であり、後者は前者の意識であり、両者は前後しあるいは平行し相重なって発

展するのが文化の実況であるという。したがってこの二面の関係は文化の各方面において

それぞれ異なり必ずしも一様ではなく、たとえば哲学は本来思想そのものとして存し、こ

れに伴う直接のもしくは特殊の事象は認めがたい。道徳、芸術は二面を明らかに有する。

しかもその関係は必ずしも平行しない。たとえば道徳の発達が必ずしも道徳思想のそれと

一致しないのは芸術においても同様である。さらにこの両者の関係は時代的にも国民的に

も種々異なり、その異なるところにそれぞれの特色がある。しかもこのような二面の一つ

を主な見地として文化の史的観察を試みることは、学問的思索として許されるべきところ

であり、かつまたそれは文化史における独立の学問的分野として成立しうる。すなわち意

識的方面について文化を史的に取り扱ってくるときに、そこに思想史が存する。かくのご

とき思想史は、これを一般の文化事象史に比較してくるとき文化史の内的方面をなし、文

化主義の立場からすれば文化史の根底となる意義を有する（4-5頁）。

　ここで考えるべきこととして、歴史的取り扱いの対象として文化は事象としてより思想

として一層適当であることが述べられる。単に事実について見てもおよそ歴史を成立させ

る基礎観念は発展ということであり、それは必ずしも事象、従う時代の先立てるものに比

して一つ一つに進歩するという意味ではなく、種々の conditionsのもとにおける事象の展

開という意味に解すべきであるが、しかし根底において低級の状態から高級の状態への推

移ということを予想する観念である。この意味で歴史的研究の対象である可能性に最も富

んだもの、発展のあとを著しくたどられるものは、少なくとも人類の歴史の現時の段階に

おいての意識すなわち思想であるとする。道徳史は Sittengeschichteとしてよりも道徳思

想史として、芸術史は作品史としてよりも芸術思想史として遙かに歴史たりうるのはこの

故であり、このようなことは思想史というものが文化史の一つとして独立に存在しうるの

みならず、事象に比して一層多くの学問的妥当性を有することを意味するという（5頁）。

　さらに進んで、思想史の概念が広狭二様の意義を有することが知られると村岡は考えて

いる。思想の発展はやがて自意識の発展であり、自意識の発展は未だ十分な統整を経ない

初期の状態から学問を経て哲学へと進むが、これらを全て引っくるめて称するとき、それ

が思想史の広義の意味となる。しかも学問上すでに個々の学問史があり、その上に哲学史

というものが存在する場合においては、それらを件の思想史の分野から独立させて考える

ことを可とすべく、そのとき思想史は厳密にいう学問史、哲学史とは別に、むしろ学問的
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もしくは哲学的形成以前の意識的所産をその研究の対象として有する。これを狭義の思想

史、思想史 properと解すべきであるという（6頁）。

　このように思想史を広狭二様の意義に解したとき、狭義の意味での思想史は、欧州に比

して日本思想史においてその可能性と研究の必要が多いと考えられるという。欧州文化に

おいては、全体としてもまた国々としても、すでに諸種の学問史または哲学史としてこの

方面の研究は分化していて、思想史という概念の如きは今日余りに漠然として成立の可能

性も少なくまたその必要も少ない。これに反して日本においては過去において、文化の諸

事象に対する反省や考察はそれほど分化もせず学問化してもいなかった。厳密にいえば道

徳思想は存在したが倫理学はなく、哲学思想はあったが哲学はなく、その他いずれもその

通りで、しかもそれらの思想も混然として存在していて、かつ国民思想としてまとまって

発展してきた観がある。このように述べて、日本思想史は学問として成立する可能性を有

するといい、哲学や倫理学という厳密な意味における学問的業績は日本の歴史では存せ

ず、厳密にいう学問的形成前の思想として発展したところに種々の特殊性がありまた発揮

されるべき意義もあり価値もあり、意識的方面としての日本文化の研究は特に思想史とし

て取り扱われるのが適当である、という。（6-7頁）。

日本思想史の学問的指向とPhilologie

　村岡は、日本思想史が具体的にどのような学問であるかという問題に対し、思想史が欧

州の学問においても哲学史ほど熟してなく、その学問的性質も哲学史のように規定されて

いないため、既成の諸学問のうちどの学問を基礎とし、どの学問に最も近似することを明

らかにすることが必要となり、そこに日本思想史の学問的指向の問題が生じ、学問的指向

とは、学問として既成の諸学問中にいかなる Orientationを有するかということだという。

この問題は一面、学問に対する理論的反省であるが、それとともに学問史上の事実に立脚

し、在来の学問史上の成績に基づいてこれを修正し完成していくことでなければならない

とする（8頁）。

　この目的のために第一に役立つのが、欧州殊にドイツの学界において発展した

Philologieの概念であり、この方面において、ドイツの諸学者が反省し実行したところを

明らかにすることは日本思想史の学問的性質を規定する上に頗る有益であるといい、つぎ

にドイツの Philologieと平行して、日本の学問史上に発展した古学もしくは国学の性質成

績を考えることが有益であるとする。また、Philologieや古学もしくは国学は、少なくと

も歴史上に存在した既成的学問としては、そのままに完全な思想史もしくは日本思想史と

はしがたく、主として近代的学問としての歴史学もしくは史的文化学という方面から、こ

れを補正し、もしくは ergänzenする必要があり、これを学問的方向の第二段とする（9

頁）。
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　Philologieについては、学界の usageでは、philologyと Philologieとの間に差があり、前

者は logosの形式的意義から派生して内的思想の表現である言語そのものの学、後者は言

語の言表する内的思想そのものの学といい（10頁）、Philologieの歴史を古代からたどり、

近世の Philologieの発達をイタリアルネッサンス時代から、18世紀末から 19世紀にかけ

てのドイツの Philologieまでの 4期に分けて概観し、（1）あらゆる文献学的 Disciplin

〔Disziplin〕が一切の方面で深められ、精しくなり、しかのみならず Sprachvergleichungや

Archäologieの方面が開拓された、（2）文献学的研究の方法論が、殊に Text-kritikや

Paläographie（古文書学）の方面で精しくなったこと、（3）学問上の労作の大きな

Organizationがなされたことなどが注意され、要するに Philologieが学問として集成され、

こうしてさらに内容的に historischという要素が加わったと説明している（13頁）。

　Philologieの研究については、アウグスト・ヴォルフ August Wolfやアウグスト・ベーク

August Boeckhの研究が取り上げられる。日本の文献学については、伊藤仁斎、荻生徂徠、

荷田春満、賀茂真淵などが取り上げられ、日本文献学の成立者として Boeckhに擬しうべ

きは本居宣長であるとする。

　ベークは『文献学的学問のエンツィクロペディーと方法論』Encyklopädie und 

Methodologie der philologischen Wissenschaftenにおいて、文献学の本来的な課題は、人間精

神によって生み出されたもの、すなわち、認識されたものを認識すること（das Erkennen 

des vom menschlichen Geist Producirten, d. h. des Erkannten）であるように思われるといい、

所与の知識は文献学によっていたるところで前提とされ、文献学はそれを再認識

（wiedererkennen）しなければならず、あらゆる学問の歴史はそれゆえ文献学的である 2と

いう。また、あらゆる恣意的かつ経験的に設定された制約を取り除き、考察に最高の普遍

性を与えることによって、文献学的な活動の本質そのものに着目するならば、文献学は、

─あるいは同一のことがいえるが─、歴史学は認識されたものの認識（Erkenntniss 

des Erkannten）であり、その場合、認識されたもののなかにあらゆる表象（Vorstellungen）

も含まれているという。というのは、たとえば、詩歌や、芸術や、政治史において再認識

されるのは、しばしばいろいろな表象のみだからであり、そこにおいては、学問における

ように概念が書き記されることは部分的にすぎず、それ以外は表象が書き記されている

が、文献学者はこうした表象を再認識しなければならない。かくして文献学においては、

いたるところで所与の認識が前提されるので、文献学は伝達なしには存在することができ

ない。人間精神はあらゆる種類のしるしと象徴において自己を伝達するが、それを認識し

て表現する最も適切なものは言語である。語られた、あるいは書き記された言葉を探求す

ることは──文献学という名称が述べるように──、最も原初的な文献学的な衝動であっ

て、その普遍性と必然性は、伝達なしには学問一般と生でさえもまずいことになるので、

そこからも明白である。そこで、ベークは、文献学は実際に生の第一条件の一つであり、
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最深の人間本性と文化の連鎖のなかに原初的なものとして見いだされる、一つの要素であ

る 3という。

　ベークは、文献学の概念から必然的に二つの主要部分が生じるが、この二つの部分で文

献学は完全に汲み尽くされるといい、第一の部分は、文献学の形式がその本来的作用ない

しその機能を叙述することであるため、形式的（formal）であり、第二の部分は、学問に

よって形成された全素材（Stoff）を含んでいるため、実質的（material）である 4という。

実質的な部分は、古代の文献学においては古代の理念そのもの以外ではありえない一般的

な直観をもって始まり、古代の理念から一般的な部分あるいは一般的な古代論（Alter-

thumslehre）が生じ、叙述にとっては、一般的な部分から特殊的な部分が、あるいは古代

の包括的な文化史として、ギリシア人とローマ人についての特殊的な古代論が生じ 5、古

代学（Alterthumskunde）の特殊的な部分は、四つの特殊な主要部分を含み、その際、ギリ

シア的なものとローマ的なものは常に総合されうるという。

　　1．国家生活あるいは公共生活について

　　2．家族生活あるいは私的生活について

　　3．芸術ならびに外的宗教について

　　4．学問ならびに宗教理論あるいは認識としての内的宗教について 6

　村岡は『日本思想史概説』において、ベークによって規定された Philologieの概念は、

思想史すなわち文化史の意識的方面という概念をもってこれに擬してくると、第一にその

主たる対象として書物を有するという形式的方面において、第二にその研究題目の内容的

方面において上記 4．の学問ならびに宗教理論あるいは認識としての内的宗教についての

古文明の知識的綜合を中心として、3．芸術ならびに外的宗教について、1．国家生活ある

いは公共生活について、2．家族生活あるいは私的生活について、にも相渉り、ほぼ相一

致するもののあることが考えられ、ここにおいてか、かくの如き文献学もしくは文献学的

研究が、日本にも存在したとするならば、それは日本思想史のために、先蹤としてまた実

際的に、多大の参考とすべきものでなければならないという（28頁）。

　そして本居宣長について、その徹底した学問的精神と文献学に対する自覚において、日

本の文献学者中もっとも代表的というべきで、これをベークに擬して決して失当ではない

といえる、という（43頁）。そして本居の学問について、本居は一方にその一種の見識か

ら皇国学もしくは皇朝学としてこれこそは当時一般の学問中の真の学問すなわち学問

properとなるべきことを述べたが、それとともにその文献学的性質を明らかに意識して、

古学という称呼を用い、その古学の内容もしくは区分として、第一は神代記を旨とたてて

道をもっぱらに学ぶ神学、第二は官職、律令、儀式または諸々の故実装束、調度等を学ぶ

有職の学、第三には六国史その他の古書をはじめ後世の書について学ぶ歴史の学、第四は

詠歌または歌や物語の解釈を事とする歌の学びに分けたことを説明し、このような諸種の
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内容を有する古学はやがて古書の学に他ならないので、この点から本居が書物の校合訂

正、真偽の判断等すなわち Kritikの方面の重要を説き、また特に注釈を重んじて古学研究

のためにもっとも力を注ぐべきものは注釈であるとなしたという（44頁）。

　村岡は本居の学問的業績を概観するとき、中古学（文学説）、上古学（古道説）、語学説

の三つの区分の存在を知ると述べ、中古学と上古学が文献学の内容的方面、語学説が形式

的方面であるとする（45-46頁）。この三つの区分について説明した（46-53頁）後、本居

の学問は、古典によって古代人の意識を再現するという文献学として、ベークの

Erkennen des Erkanntenの精神と十分に一致するものであることは明かであるというが、本

居の学問は徹底した scienceとしての半面に、それが同時に中古主義や古道主義として主

張され、das Erkennen des Erkantenはほとんど没批判的に das Glauben des Erkanntenとなり、

ベークの言に擬していえば、古代人の書を古代人のごとく解することから進んで、古代人

のごとく philosophierenするに至り、かつこの事は古典学者として許すべき程度を超える

観をなしたという（53頁）。そして、本居を中心とする徳川時代の学者によってなされた

文献学的研究は、その組織において不完全であり、各方面において不十分であったが、長

年月にわたる学者の Arbeitの結果として、研究の basisともなりまた刺激ともなると評価

する（54頁）。

　しかし、文献学が思想史研究のための basisであるにもかかわらず、それは決してその

まま思想史ではなかったということを一歩進んで考えるべきとする。Philologieの本旨を

das Erkennen des Erkantenの語に代表させれば、そこにはある書物、ある個人、またはあ

る時代の das Erkannteというものの完結された形の存在を予想しているが、これに対して

思想史は das historische Erkennenを目的とし、対象である das Erkannteそのものを史的発

展として見なければならないといい、本居によって代表される日本の文献学的研究におい

て、事実もっとも欠けたのは史的認識であるという（55頁）。そして、日本思想史の

orientationを第一に Philologieに求めた後に、歴史学という性質から第二の orientationを

試みようとする（56頁）。

Wissenschaft としての歴史

　村岡は、学問としての歴史の有すべき単元的性質の輪郭が、第一に史実の精確さという

事、第二に関係の統一という事に帰するといい、史実と関係について、歴史の本質論に立

ち入る（59頁）。

　歴史に対する学問的見解としては、自然科学的史観と文化学的史観とがあげられる。自

然科学的史観は個々の史実の集合のうちから帰納して何らかの普遍的法則をたて、その法

則によって史実を統一しようとするもので、自然法則と同じ意味で史的関係を理解しよう

とするもの、さらにまた史実を自然的現象と同一に見ようとするものである（60頁）。文
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化学的歴史観は、自然科学や実証主義の隆盛に対する反動として生じた哲学上の idealistic 

movementの、方法論の方面における所産で、ヴィンデルバントにはじまりリッケルトに

完成された、いわゆる新理想主義の歴史観であり、一切の学問を規範学と経験学とに分か

つというが、村岡は自然科学的研究法と歴史的研究法との分類について述べ、後者の歴史

的特質は、自然を対象としないで Kulturを対象とすること、すなわち文化価値と必然的

関係を有することに存するという（61-63頁）。そして、歴史のなす総合統一は自然科学

的な一般法則化でなくして、個性的事実に基づいての、ある個性の見地から換言すれば、

ある個性を中心に置いて、それによって多くの事実を内面的に綜合統一することであり、

歴史的方法の生命は、ある特殊の中心事実の価値を他の諸々の事実の価値のうちに認識す

ることによって、経験的事実すなわち史実を総合統一することにほかならない、という

（63頁）。これは価値関係（Weltbeziehung）において見るということであり、これは単な

る史実の蒐集や、帰納やまた抽象ではなくて、価値的見方からの選択、すなわちある個性

的事物を個性的事物たらしめる価値である das Wesentlicheを多くの事実から選び出す事、

換言すれば die Auswahl des Wesentlichenを基礎にすることだという（63-64頁）。

　村岡は歴史の特殊性と普遍性について考察を進め、歴史の構成のための要素となるもの

として史実をあげ、史実は過去にあった事実であるが、過去にあった事実のうち historical

と称しうるものは、何らかの意味で時代的に、委しくはその前後の時代に wirkendの事実

でなければならず、このことは史実というものが何らかの価値的標準から選ばれたもので

あるという事で、したがって歴史の準備であり前提である史実の捜集もしくは設定という

事において、すでに不知不識の間に史家の selectionという作用がはたらくという（66頁）。

史実について、歴史的といいうるものは、前後の時代に作用する事実であり、その点で史

実が価値的標準から選ばれ、歴史の準備であり前提である史実の捜集もしくは設定におい

て、歴史家の選択がはたらいていることを村岡は指摘する。

　村岡は、史実が選択という事を属性とするにもかかわらず、資料の完全な聚集が史実の

選択の basisとならねばならないが、その資料を関係づけることについても、史家は、史

実の間に構成する価値関係化に対しては、その特殊性は、その史家のみだけに許されるべ

き特殊なものと考えないで、同一の資料、同一の見方からすれば必ずあらねばならないも

のとして主張するという。人事の現象は複雑多端で、到底同一条件、同一事情のもとに同

一事項が繰り返されるということは見がたく、そこには普遍性は存在しないといいうるに

もかかわらず、同一条件、同一事情のもとに同一事項が起こるのを同一見地から見たとき

は、そこに同一価値関係が繰り返されるべき事、の信念のもとに、自己の見解の真実性を

要求し、それを標準として自己の見解を立てる。かくの如きが史家の修史における心理上

の事実であるとし、それは歴史の普遍性を要求しているとも言いうるといい、特殊性が歴

史の本質であることは明かであるが、それは普遍性を少なくとも Postulatとして有すべき
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で、この意味では特殊性と普遍性の両者は決して矛盾せず、両者相補い相助けるところ

に、二つの史観の実際的研究上における一致が求められる（68-69頁）。ここでは、歴史

の特殊性が念頭に置かれながらも、ある史実と別の史実の関連性を見たときにその関連性

の普遍性が要請されている。

　また、歴史の客観性の問題において、史実をもって一切の前提となすところから、史実

の客観性は疑いないとしつつも、史実の関係において、選択という指導的原理を認め史実

を価値関係において見るとすると、それは史実そのままの複写以上に史家の主観的作用の

介在を承認したこととなるべく、ここに歴史の客観性の問題が生じるが、史家にして修史

の過程を反省するとき、歴史を作ってゆく自己の主観のはたらきに対してその基礎となり

証拠となる史実の関係があり、その関係が自己の主観の超越を制約する対抗性として存在

する事を自覚せざるを得ないだろうという。歴史的了解は超越せんとしてせざる所にあ

り、史家としての用意は超越までもゆきながら、それを控えるところに存し、この超越さ

せない、また控えさせる対抗性というべきものが、歴史の客観性として史家のために感じ

られざるを得ず、一切の誤解や曲解や恣意はこの客観性によって拒否され、この客観的妥

当性が歴史的判断のために成否の標準として存するので、史家はこれによって研究を精錬

し他の研究を批評する。そこで、村岡は、歴史の客観性のための基礎となるものを、内容

的には資料の有する客観的意義とし、これは書物の客観的了解という事で、歴史はここに

文献学と密接な関係に立つという。また形式的には時間という事で、論理的関係の如何に

かかわらず時間の関係ということは、歴史のために決して左右すべからざる conditionと

して存するといい、時間的関係を無視することにおいてはいかなる価値関係化も歴史的真

実性を有し得ないとする（69-71頁）。

　以上日本思想史の学問的 orientationとして、村岡は Philologieの概念を考え、歴史の性

質について言及し、Philologieが文化学として文化を対象とする以上、Philologieと歴史の

二つの概念は、結局は一致すべきものであり、実際上にも Philologieが歴史学として発展

しまた完成されてきた事は欧州の学問史の示すところであり、日本においても多少ともそ

の傾向を見る事ができるといい、日本思想史の学問上の性質について述べる。第一に思想

史は国民的性質において成立するというべき概念で、日本思想史において適当であること

を挙げる。哲学史と思想史を比較し、哲学史にも国民別を考え得るが、哲学の場合はその

普遍性から国民別を超越すべき性質を有しているといえる一方、哲学以前の思想において

はこれに反してその国民的特殊性が一層多いと考えられ、世界思想史という概念にいたる

とあまりに広汎で実際上の対象としにくく、国民思想史に至っては一層明瞭な研究の対象

をなしていると言われる。日本においては、在来諸々の思想を外国から輸入してその歴史

的発展を相応に遂げているにかかわらず、その思想がいまだ哲学として十分な形成を遂げ

ているには至らなかったといいうるので、この点で、日本においては日本思想史が必要と
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される（73-74頁）。

　村岡は哲学史の性質および任務について、ヴィンデルバントの『哲学史教本』Lehrbuch 

der Geschichte der Philosophieを取り上げて説明する。ヴィンデルバントは、哲学史はヨー

ロッパ人が彼らの世界把握（Weltauffassung）と生の評価（Lebensbeurteilung）とを科学的

概念において書きとどめた過程 7なのであるという。またヴィンデルバントは、人間の世

界把握と生の評価の根本概念が書きとどめられた哲学史の総成果は、極めて多様な個々の

思惟運動から生じ、それらの運動の事実上の動機として、様々な要素が区別されなければ

ならないといい、重要な要素として、実質的、「実際的」要素（sachliche, „pragmatische" 

Faktor）をあげ、哲学史における進歩は、実際、区切りごとに、まったく実際的に、すな

わち思想の内的必然性によって、また「事物の論理」（„Logik der Dinge”）によって理解さ

れるべき 8とする。しかしながら、この実際的な脈絡はしばしば哲学史において途切れ、

諸問題が現出した歴史的順序には内在的、実質的必然性を欠いていて、それに対して文化

史的（kulturgeschichtlich）要素と呼ばれる要素がはたらいていて、哲学史においては、実

際的、常住的な事実即応性とともに、文化史的な必然性が支配していて、その文化的必然

性は、それだけでは維持されない概念形成においてさえも、ある歴史的生存権を保証す

る 9という。それにもかかわらず、哲学史の過程は全体の多様性と形態の多様さを、諸理

念の発展と一般的確信の概念の表出が個々の人格の思惟によってなされるという事情に

負っていて、哲学史の発展においてこの個人的要素（individuelle Faktor）が注目に値する

のは、それらの発展の主要な担い手が著名な独立的人格であって、その特有な性質は諸問

題の選択と結合に対してだけでなく、自身の学説や後継者における諸々の解決概念の研鑽

に対しても重要なものであったからである 10という。

　村岡は、これらのヴィンデルバントが提示した、実質的、実際的要素、文化史的要素、

個人的要素の三つの要素について、思想史の場合はこの三者中もっとも重要にはたらくの

は文化的要素であり、題目そのものが哲学史におけるほど論理的に明瞭に形作られてい

ず、またその思想の個人性が哲学者の学説に見るほど著しくないところから第一、第三の

Faktorは哲学史の場合ほど有力ではなく、この性質からして研究の点から見ても、第一、

第二を含む philologisch-historische Wissenschaftとしての研究が、個々の学説を哲学史全体

からみて判定する kritisch-philosophische Wissenschaftとしての研究に比してはるかに有力

となり、そこに思想史研究の問題の中心が存するということが考えられるという（75-76

頁）。

日本思想史研究の方法の文献学的段階と歴史学的段階

　『日本思想史概説』第一部「日本思想史研究序論」の第二編では日本思想史の研究方法

について、学問的に Quellenと称される資料の蒐集と限定（79-82頁）、Quellenの真偽、
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時代、場所、著者等の考証にあたる Kritikについて述べられる。Kritikは、用字用語の文

法的妥当を明らかにする grammatische Kritikが第一段、文献の伝来や書写の間に生まれた

錯簡攙入、潤飾を改め補い除く emendationが第二段としてあげられ、第三段は、文献が

全体として伝えられる年代、場所また作者のものであるか否かの Echtheitの問題、また、

贋作であってもその時代の思想的産物として意義のある Bedeutsamkeitという事、第四段

は、Quellenに Ordnungを与えること、時代別、場所別、作者別様々に分類し、時代的に

順序だてる事、Reihenfolgeの問題があげられる（82-87頁）。

　そして、Kritikによってその性質を決定された Quellenを、個々にまた連絡して正解す

る事、Hermeneutikすなわち Theorie der Auslegungskunstがあげられる、ここで述べられて

いる解釈学 Hermeneutikには gramatische Hermeneutikが第一段にあげられ、語句の

Wortsinnを明らかにすること、語句の意義はあまたの用例のうちから帰納的にすなわち文

法的基礎によって確実になりうること、釈義について、また、語釈について、語の内容的

事象から明らかにすること、有職故実、歴史的事実、本草的知識その他の方面にわたる、

事象に対する具体的知識をもって語釈を明らかにすること、釈事が述べられる（88-89

頁）。

　これら釈義および釈事に対して、Harmeneutikの第二段をなすものとして、Quellen に対

してこれを全体的にまた部分的に思想的 unitと見て、それを総合的見地からその含んだ

意味を理解することがあげられる。第一段の釈義および釈事が思想の客観的 elementであ

る語句そのものを対象とするのと異なって、その elementを仲介として言表されあるいは

また含まれた作者の主観的思想を対象とする事、ならびに自然にそれに伴う諸々の事情か

らして、その了解に主観性を帯びる事が多く、注釈の主観的方面をなすという。ある思想

を wiedererkennenする時にはそれはすでに解釈者の主観的なはたらきであり、Wieder-

erkennenその事は解釈家が当の思想を意識に明瞭に verstehenする事で、そのためにはす

でにその思想の要領をとらえるというはたらきが加わらざるを得ない。思想を再認識する

ことにおいて、その思想の了解にあたって解釈者の主観的なはたらきはまぬがれ得ず、こ

の種の了解は往々注釈家の主観的独断に陥る傾向があるが、この了解が思想史の見地にお

いてはもっとも必要であるとする（89-90頁）。

　主観的独断を防ぐ、了解の arbitral〔arbitrariness〕を防ぐものについて、第一に語釈事

釈に基づく釈義があげられ、第二に Quellenの有する時代性を考えねばならぬという。い

ずれの書もその書かれた時代の性質を有する。 その時代に一致しない解釈は arbitral

〔arbitrary〕なものとして objectivity客観性を要求し得ない。古伝説のアレゴリーとしての

解釈 allegorical interpretationについては、この解釈が許されるのは、Quellenそのものが

allegoryの性質を有する場合で、しからざる時は主観的曲解に陥るという。第三に原典そ

のものの有する個性があげられ、個性とは作者の個人性の現れにせよ、その成立的由来の
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現れにせよ、その Quellenの他の Quellen中に有せるそれらしさであり、その個性に一致

せず、それに矛盾するような解釈は客観的性質を有するとは言い得ないとする。以上の三

つは Quellenの了解の主観的傾向を controlして客観的確実性の基礎となるものであり、こ

れらの条件のもとにおいてもなお、了解そのものが解釈家によって必ずしも同一に帰しが

たく、それぞれ趣を異にするのが事実であるが、ある了解の正否の判断は同一見地の上に

たってなし得べきも、実際的にはその見地は全然同一とはなり得ず、その由来するところ

は結局は解釈者の個人性の差に存し、ここに至れば了解そのものは各個人の creationとな

り、その個性的差別の存するところに意義があるので、各個人は同一 Quellenについてそ

れを同様に取り扱ってもなおそれぞれ特殊の価値や意義を発揮しうるとしつつも、このこ

とは決して解釈の arbitraryを許すことではないので、上の客観的条件を満たさない了解は

決して学問的確実性を要求し得ず、したがって、解釈者の個性的差別の存する

individualityを要求する資格もないとする（92-93頁）。

　村岡は以上の研究法を文献学的階段とし、続いて歴史学的階段について述べ、この第二

段は第一段の開展にほかならないという。Quellenに対する文献学的了解という事はやが

て歴史的了解を含んでいて、文献学的了解が結局歴史学的了解に帰すべき事は、文献学が

本質において史的文化学である所以であるといい、歴史的構成は畢竟了解の拡充もしくは

開展に他ならないが、その拡充もしくは開展とともにさらに新たな問題を生じ、研究法上

特に用意を要するものがあること述べる。思想史は Quellen間の思想史的関係に成り立ち、

その関係が歴史となろうとするには二つの attributesが、選択と発展が伴うといい、選択

の場合の objectivityは、了解の場合と同じく Quellenに対する釈義の妥当、その有する時

代性また個性との affinityという事に存し、諸々の Quellenがその一つ一つの内において

さらにまたその集団の内において、適当に取捨されてそこにはじめて歴史的素材となると

いう（94-95頁）。

　続いて、史的構成を完成させるものは、発展の観念による取扱いとする。発展とは価値

関係の時間的展開であり、終局の理想を目当てとしての進行の過程であるという。そのよ

うにして、発展は内外の二つの条件によって生じ、内的には思想そのものの論理的もしく

は心理的理由に基づく条件と、外的には外の思想や環境の影響であるとし、第一の場合の

もっとも代表的なのは天才の独創的創造、第二の場合はもっとも極端なものとして模倣を

あげ、selectされた資料についてかくの如き関係を明らかにするときは、ここに関係のう

ちに一貫しつつ展開して最高価値すなわち理想に帰趨する思想の姿が明らかにされ、思想

史が成立するという（95-96頁）。

　村岡は、このような processを考えてみると、ここに至って頗る研究者の主観的なはた

らきの加わる余地の多いことが考えられ、研究者がある特殊の見地からこれを見るとき、

Quelle Aから Quelle Bへの発展ということはある場合何ら Bのうちに記されてなく、まっ
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たく A、Bの比較のうちに研究者が createしなければならないという。平田の著書におけ

る本居に関する言説を例としてあげ、Quelleに発展が記された例があるというものの、部

分的な歴史的観察をまとめて統一する場合、事実はその部分的史観もこの統一的観察を基

礎にしているが、さらに全体的に歴史を構成する場合には、さらに新たな取捨選択、分

析、綜合がそこに行われることになり、いよいよ史家の主観的はたらきが作用せざるを得

ず、ここに至って歴史は芸術的創作と相似てくるという。そこでこの歴史的構成の主観性

を verifyすべき objectivityが求められ、それは資料を一つ一つに見ては了解の場合と同じ

く釈義の妥当、時代性、個人性との affinityという事がその必要条件となるといい、さら

に資料を関係において見ては、文献学的段階で述べられた kritische Reihenfolgeという事

が基礎となり、さらにその Reihenfolgeのうちにおける資料間の関係存在の事実はどのよ

うにあるか、という事が必要の条件としてあげられる。資料間の時間的順序は歴史である

限り厳密に守られねばならず、時間的順序における時代の前後のみならず後者の前者から

の影響という事実の証明が必要とされる（96-97頁）。

『日本思想史概説』における国体の淵源

　以上、日本思想史の位置づけ、日本思想史の方法についての、村岡の議論を見てきた

が、これらの議論を踏まえて、国体思想の淵源についてどのように語られているのかを、

上掲『日本思想史概説』129頁以下、昭和 17年（1942）度東北帝国大学法文学部講義草

案による、第二部「日本思想史概説（太古・上古・中古）」第一章「国体思想の淵源」に

見られる国体思想の淵源についての議論を見ていくことにする。

　この章の第一節では、「太古の素朴的最善観」と題し、太古意識の主な構成要素をなす

諸々の観念について見るに、それらは種々相交錯して存するが、説明上類別して概観して

いる。第一に人生観的のものとして、一方に生死観、霊魂観があり、他方に善悪吉凶観が

あり、罪悪観があり、前者において存在意識を見るべく、後者において価値意識を見るべ

きとする（154頁）。生死観においては、根底となしたものが、「見える」対「見えざる」

の観念であり、生殖の作用によって顕れ出でせしめるのが生むであり、生まれ出でた状態

から見えなくなったのが死で、それは隠れたのであり、必ずしも無に帰したのではないと

説明する。霊魂については、太古人は神や人の現身の中にあって霊妙なはたらきをなす半

心的反物的な気的または影的の存在を考え、これを霊または魂と呼んだという。価値的観

念としての善悪吉凶また罪悪感については、吉凶即善悪、凶悪即罪という事で覆いうると

いい、生成のはたらきが吉で同時に善、それを阻害する反対勢力が凶で同時に悪とする

（154-156頁）。

　世界観については、葦原中国としての大八洲がほとんど太古の意識における唯一のもの

で、大八洲すなわち地上の世界というのが太古意識であり、大八洲の発生の物語が世界開
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闢説であったとする。この現実の国土に対して超地理的世界として考えられたものは、

神々の世界としての高天原、死後の世界としての黄泉の国、遠い海の彼方の世界としての

常世、これら三つをあげる（156-157頁）。

　村岡は、上であげられた諸観念の中心をなすものが神観であるとし、太古人は宇宙間に

おいて何らかの意味で威力の発生を見るところ、そこに神があるとしたという。自然物の

人格化、人間の自然化として、自然と人間とが混一して神とされたのを見るといい、天照

大神や素戔嗚神を例としてあげる。以上、太古人の意識における諸観念や神観の説明にお

いて、村岡は、太古人の心的傾向として現実的、自然的という事が著しく看取され、生、

身、吉が死、霊、凶に対して、超地理的世界に対して大八洲の現国土が優越的に考えられ

たといい、こうした考えが日本において顕著であったことには、素朴的最善観という原始

哲学というべきものを形成していたことによって知られるという（158-159頁）。

　村岡は、太古人のかかる哲学はまず吉凶相生観として存することをあげる。吉凶相生観

とは上記の諸観念を主たる要素とした神代伝説の構成のうちに、あるいは部分的、あるい

は全体的に看取され、太古思想そのままの解釈としては、吉善は生成の力、凶悪はこれを

阻害する力、しかして吉を凶ならしめるのが禍、凶を吉ならしめるのが直びであり、これ

らのはらたきはいずれも、生成の神は善神であり、特に直日神があるに対して、豫美神、

あらぶる神また禍津日紳があるがごとき、神格化されて存したという。かくの如き吉凶善

悪の二元理が相生して結局吉にきわまるというのが吉凶相生観で、この事が神代傳説の展

開のうちに大小さまざまに記されていると指摘し、かくの如き見方に存するところは単な

る吉凶観でなくして、吉凶相生して結局吉に帰するという最善観的思想であるといい、こ

のような善悪吉凶相生観にもとづく素朴的最善観の、他の顕著な発現を示すものが罪悪解

除観であり、それは祝詞の最も重要なものとされる大祓詞によって知られるという（158-

163頁）。

　そして、この章の「神代伝説と皇国主義」と題する第二節では、素朴的最善観の特殊の

発現として、 日本国民の太古意識に求めうるものが、実に皇国主義を以て呼びうる国体の

理念であるとし、このような理念の存在を示すものが神代伝説であるとする。村岡はこの

神代伝説について、古事記は伝誦的書物として、質的にも量的にも、或は純粋にして漢文

的な潤色がなく、或は最も自然の生長のすがたを備えているといい、神代伝説の総合的構

成のうちになされなければならないとしつつも、 古事記の神代伝説を代表者として、それ

によって国体思想を明らかにしようする（163-164頁）。

　村岡は、神代傳説において中心をなす理念を、神代伝説中の最大神格として天照大神に

求める。その理由として、神代伝説の諸々の段階において最も光彩あるものがこの大神に

関するものであり、すべての神話の中心をなしていて、同神話は、上はいざなぎいざなみ

二神神話を経て天地初発神話にさかのぼり、下は大国主神神話をとりいれて天孫神話へと

460 
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発展し、更にこの大神の神格が中心の理念となって古事記神代伝説の全体を統一している

ことをあげ、このことについては高天原、出雲、筑紫三神話による構成がいかにこの神格

を中心として存在するかを明らかにする事によって知りうるとし、その説明を行っている

（165-167頁）。

　ではこの神格はいかなる神性に於いて考へられたかというと、村岡は、神代伝説は一つ

には出生の由来において、一つにはその行動において、その神格が太陽神にして同時に皇

祖神である事を語るといい、神代伝説は、それを産出した太古人にとつては決して単なる

過去の神話ではなく、現実の生活の反映に外ならず、このような天照大神観は、やがて現

人神として絶対尊貴にましました天皇観の反映であるとする。天皇が国民の最も貴いもの

として現人神としてその崇拝の対象であった事については、萬葉にみる、すめらぎは神に

しませばの思想は、決して奈良朝の宮廷歌人の頌歌でなく、古來の国民思想の結晶である

とし、天皇に対する国民の崇敬思慕の感情を示す物語は記紀の中にもしばしば語られたと

ころであるといい、その例として古事記応神巻に、天皇が木幡村に到る時、ちまたに顔よ

き少女に会い、その誰の子なるかを問わしめ求婚した事を聞いて、父なる者が家をいかめ

しく飾って奉ったという物語をあげ、このような素朴純真な感情から天皇を神として祭っ

た事に至っても、その例證を日本書紀の比較的古い時代の記述に見うるといい、仲哀天皇

八年の條に八月天皇が筑紫に行幸した時、崗縣王の祖熊鰐が天皇を迎え奉るとて、かねて

五百枝の賢木を抜き取り、以て九尋船の舳にたてて、上枝には白銅鏡を掛け、中枝には十

握剣を掛け、下枝には八尺瓊を掛けて、周芳の沙麼（さは）之浦に迎えて、魚塩（なし

ほ）の地を献る、とあること、同時にまた筑紫の伊覩縣主の祖五十迹手がほぼ同じ祭儀を

以て天皇を迎え奏言するところがあった旨記していることをあげ、この祭儀は古事記天岩

屋戸の段や、書紀の同じ段の本文や一書に出た天照大神に対するものとほぼ同様であり、

やがて天皇が神としてまつられた事を示すものにほかならないとする。天皇は貴し、すで

に神にまします、かれ神のみすゑにまします、即ち宇宙最大の自然神たる太陽なる天照大

神の御末にまします、というのが太古人の思想であって、神のみすゑなるが故に貴しとい

う論理ではない、という（167-169頁）。

　続いて高天原神話の二神神話、おのころ島の段、みとのまぐわいの段、大八島成出の

段、諸神成坐の段、よみの段を差し挟んで身滌の段について説明し、国家の現実のすがた

である国土に重きを置いて、その二神の生産である事、続いて山川草木等の自然現象とそ

れに含めて国民、最後に皇祖たる天照大神の、いずれも同じ生産である事を言ったのがこ

の伝説であるとし、この天照大神がやがて天皇の歴史的反映であること、ここに受けとら

れる思想は、やがて国家を形成する国土と人民と元首との三つの要素が、同じ祖神からの

divine and blood originであるという Ideeの素朴な潜在であり、ここに、かかる理念を闡明

する事ができるという。そこで皇室中心の家族的国家という、国体思想の淵源を認める事
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ができ、それはもとより未だ理論的に精しく説かれたものでなくむしろ素朴なものであ

り、しかも素朴なるが故にこそむしろ純真なるものであり、また力強いものであつたとい

い、国体思想がいかに当時の国民意識に力強く存在したかは、最善観的世界観において、

この国土における国家の実現を以て太古の人が最も生甲斐のある生活と考えた、かの事實

が有力に語るものであるとする（169-171頁）。このことについて、顕著な一例として、

常陸国風土記の筑波郡の箇所で伝われた歌、祖神尊が諸神のもとを巡行して新嘗の日に当

たり、駿河の福慈岳の神に宿を乞うて断られ、筑波神に乞うて歓待を受け、大いに喜んで

筑波山を賛嘆して詠んだ歌を取り上げ、この歌に太古人の現国土賛美の感を十分に受け取

ることができる、と述べている（171-172頁）。

　さらに、国体思想の理念を最も明瞭なる規範的意義を以て提示したのが有名なる天孫降

臨に際しての天照大神の神勅であるといい、日本書紀巻 2、天孫降臨の段の第 11書にあ

る皇孫に対して葦原の千五百秋の瑞穂の国に行ってこの国を治めよ、と命ずる神勅をあ

げ、古事記の相当する箇所として、第 33段の天孫降臨の條にある、この豊葦原水穗国は

汝が治める国であると命じる箇所、それに先立つ第 30段、国平御議の段のはじめにある、

豊葦原の千秋長五百秋の水穗の国は正勝吾勝勝速日天忍穗耳命の治める国であると命じて

天降した、という箇所をあげ、この古事記国平御議の段のものに至っては天壞無窮の語こ

そないが、同じ意味がむしろ純国語的に表現されているといい、ここに述べられたところ

は、明らかに皇国主義の国体思想の理念であり、特にその永久の規範的意義が明らかにせ

られたものであるとする。この神勅が伝えによってさまざまの表現を有する事は、むしろ

その国民精神における真実性を示すもので、これを一作者の政治的目的からの作為となす

が如き懐疑説のいわれなき事を證明するものとし、ここに淵源期における国体思想の最も

顕著なる発揚を見る事ができるという（172頁）。

　村岡は、このような国体思想が存したからこそ相先はよく異種の民族を結合して、この

大八洲の国土に新たな国家建設の難事業を遂行しえたのであるといい、このような国体思

想の存在した事を神代伝説から明らかにしうる事は、やがてかかる思想を生ぜしめた地盤

となった史実の存在を推定せしめる事にほかならず、ここに国体の理念から進んでその史

実を考えせしめるのであり、ここに太古史に対するある種の懐疑説に対して、学問的に備

えうるものあらしめると、理念から史実を考えようとする。そして、かくの如き国体思想

また国体が日本思想史上その後の時代を通じていかに決定的意義を有するかは改めて言う

までもないことなるべく、これにおいて儒仏以前なる太古におけるかかる淵源の重要さは

また明らかなりとするに足りると述べる（173頁）。

国体の淵源に関する問題点

　以上取り上げた国体の淵源に関する議論において、村岡の日本思想史の方法論と一致し
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ない点は、古事記の神代伝説を代表者として、それによって国体思想を明らかにしようす

る点であり、その主張において、様々な資料からの多面的な考察を欠いていることが窺え

る点である。古田武彦は、村岡学の問題点をあげているが、その中での重要な問題点とし

てあげられるのは同時代資料の問題と、古事記と日本書紀との対比、考古学的な出土物と

の対比である。

　古田は、同時代資料の問題点として、三世紀の三国志、五世紀の宋書、七世紀の隋書と

いった同時代史書の中に報告せられた「倭国情報」ないし「日本情報」について、村岡は

一切分析し、考察することがなく、倭人伝中で有名な「鬼道に事え、能く衆を惑わす」と

いう、卑弥呼に関する情報が、貴重な「日本思想、情報」であること、疑いがないとい

い、このように貴重な「倭人伝情報」に対し、これを「認識せられたものの再認識」とい

うフィロロギー（アウグスト・ベェク）の立場から、周到なる分析と論及が村岡によって

なされていたら、と惜しまれると述べている 11。

　古事記と日本書紀との対比の問題については、村岡の依拠した史料が古事記・日本書紀

等である以上、その史書成立の「原点」に携わる問題において、その両書が “挙揚” する

徳目と、あるいは相反すべきテーマがここに見出されたとき、それを一切「等閑視」する

とすれば、それは果たして後代の歴史学研究者として誠実の道であろうか、と問うてい

る 12。

　考古学的出土物との対比の問題については、古田は、村岡学においては、考古学的出土

物との関連やその対比にふれることがない、という。古田は、この点について村岡に質問

し、村岡がフィロロギーの中で文献だけを扱っていると答えたと述べ、アウグスト・ベェ

クのフィロロギーの研究対象は、決して「文献」だけではなく、ギリシャを対象とする場

合、ギリシャで生み出されたソクラテス、プラトンなどの文献だけではなく、ギリシャの

建築や演劇や伝承や体操や競技、あのオリンピアで競われた戦車等の競争も、その研究対

象であり、いずれも、「人間の所産」である以上、当然「認識せられたもの」に属するの

で、その「再認識」こそが、フィロロギーの目途するところ、その本番をなしたからであ

るという。そして、弥生時代における人間の制作物であるということに疑いのない銅鐸に

ついては、古事記、日本書紀や風土記等の「文献」に、一切その存在をみせず、稀にその

“出土” を記すものがあっても、それの担うべき「古代思想」の叙述など、一切存在しな

いといい、「日本思想」を叙述しようとする場合、「文献」のみを依拠資料とすれば、必然

的にこの「銅鐸」という存在を “排除” することとならざるをえないと指摘する 13。

　和辻哲郎は、出土した銅鐸と銅鉾銅剣の分布状況を取り上げ、そして高塚式古墳の遺物

に鉄の剣および鉄の甲冑に伴って銅鏡および勾玉が存していて、古墳の関東より九州に至

るまでの分布と、その遺物が同一の様式を持っていることに言及し、高塚式古墳が鏡玉剣

に表示された祭儀によって全国的な祭り事の統一が成就したということ示している 14とい
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う。また、『三国志』の一つ『魏志』の「東夷伝」のなかにある「倭人」の条に対する通

称である 15『魏志倭人伝』をあげて 3世紀前半の日本の情勢を考察し、『後漢書』からそ

れ以前の状況を探り、西紀前 2世紀末以来、日本に非常に急激な変化が起こったことは事

実であろう 16、といい、中国の文献が 3世紀に宗教的権威による日本国の統一が確立して

いたことを示し、その統一は 2世紀の初めまでさかのぼり得られるものであり、考古学的

研究はそれ以前の 2世紀ほどの間に大きい二つの祭り事の統一、宗教的権威による広汎な

統一が成立していることを立証し、記紀の神話は、この宗教的権威についての物語、神聖

な権威による国家統一の物語である 17とする。

　神代伝説における神の意義については、和辻は、記紀の物語のうちに、祀る神、祀ると

ともに祀られる神、単に祀られるのみの神、祭りを要求する祟りの神の 4種類に分け、祭

祀も祭祀を司る者も、無限に深い神秘の発現しきたる通路として、神聖性を帯び、その神

聖性ゆえに神々として崇められたが、無限に深い神秘そのものは、決して限定されること

のない背後の力として、神々を神々たらしめつつも神とされることがなく、これが神話伝

説における神の意義に関して最も注目されるべきである点であり、究極者は一切の有ると

ころの神々の根源でありつついかなる神でもなく、神々の根源は決して神として有るもの

にはならないところのもの、神聖なる「無」であり、それは根源的な一者を対象的に把握

しなかったことを意味する 18という。

　そして、和辻は祭祀的統一としての日本民族の成立を見て、それは単なる生活共同体で

はなくして精神的共同体であり、また単階的な集団ではなくして複階的団体、祭祀的統一

たる地方的団体をさらに祭祀的に統一する高次の団体であり、このような社会構造の自覚

として、祭事的統一者の権威を承認し、それへの衷心からの帰属を核とする倫理思想が現

れてくるという。直接に民衆にかかわる村落的統一も、またそれらを包括する高次の民族

的統一も、ともに外からの力による支配ではなくして、内からの統率に他ならず、臣、

連、伴造、国造などはおのおのの部民の統率者として貴族の地位に立ち、朝廷の祭り事に

加わるが、この祭り事においては、被統率者であり、祭り事を司っている天皇は、統率者

の統率者として貴族の上の貴族の地位に立っていて、それが天皇の尊貴性であり、そこに

民族の全体性が表現されていると和辻は説明する。このような祭事的統率組織において

は、統率者の担うのは権威であって権力ではなく、その権威は神聖な権威としてより高い

権威に裏づけられ、かくして祭事的統率組織にはそれを貫く権威の統一があり、すべての

統率者の権威が最高統率者の権威に朝宗する。そこで和辻は、このような地盤から生まれ

出てきた倫理思想が、天皇尊崇を中心とすることは当然であろう、といい、この時代の倫

理思想を知り得る唯一の手がかりとしての記紀の物語は、国土生産の物語にしても、大八

島統治についての天孫降臨の物語にしても、天皇の神聖な権威が何に由来し、いかに伝え

られたかの説明であるという。上代人はその信仰する神々の偉大さを現わすために、神々



（　　）
154
455 

を物語ったのではなく、ただ天皇の尊貴性を現わすためにのみその根源としての神々を、

従って神代史を物語った 19というのが和辻の神代伝説についての議論である。

　この和辻の議論に従うならば、天皇の尊貴性を現わすために神代伝説が物語られたなら

ば、日本国民の太古意識に求めうるものが、皇国主義を以て呼びうる国体の理念であると

し、このような理念の存在を示すものが神代伝説であるとする村岡の議論は、神代伝説の

物語の意図を反映しているだけであり、それが日本国民の太古意識として理解されるのか

どうかという疑問が生じる。

国体思想の淵源に関する解釈と選択

　村岡は、上で取り上げたとおり、古事記の神代伝説を代表者として、国体の理念を明ら

かにしようとしたが、それを以下の通り整理してみる。

　1． 神代伝説において中心をなす理念を、神代伝説中の最大神格として天照大神に求め

る。

　2． 天照大神の神格について、神代伝説は一つには出生の由来において、一つにはその

行動において、その神格が太陽神にして同時に皇祖神であることを語る。

　3． 天皇に対する国民の崇敬思慕の感情を示す物語として、古事記応神巻にある木幡で

の天皇と矢河枝比売との出会いの物語をあげ、素朴純真な感情から天皇を神として

祭った事について、その例證として日本書紀巻第八、仲哀天皇の條にある筑紫への

行幸をあげる。

　4． 神代伝説について、国家の現実のすがたである国土に重きを置いて、国土が二神の

生産である事、続いて山川草木等の自然現象とそれに含めて国民、最後に皇祖たる

天照大神の、いずれも同じ生産である事を言ったのがこの伝説であるとし、この天

照大神がやがて天皇の歴史的反映であること、ここに受けとられる思想は、やがて

国家を形成する国土と人民と元首との三つの要素が、同じ祖神からの divine and 

blood originであるという Ideeの素朴なる潜在であるとする。

　5． 国体思想が当時の国民意識に存在したことは、最善観的世界観に於いて、この国土

における国家の実現を以て太古の人が最も生甲斐のある生活と考えた事実によると

し、一例として、常陸国風土記の筑波郡の箇所で伝われた歌を取り上げる。

　6． 国体思想の理念の規範的意義を示したものとして、天孫降臨に際しての天照大神の

神勅をあげる。

　上記 1と 2と 4は資料の解釈に関わり、3と 5と 6は資料の選択に関わるが、解釈につ

いては、村岡は、その時代に一致しない解釈は arbitraryなものとして objectivity客観性を

要求し得ない（92頁）と述べていることをあげたが、古事記を典拠 Quelleとしてあげる

ならば、古事記の選録における解釈はどのようなものであったかについて言及する余地が
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ある。

　選択については、選択に際しての主観性について言及しておきたい。以下、村岡がヴィ

ンデルバントの議論を取り上げていたので、ヴィンデルバントの選択に関する議論を検討

してみる。

　ヴィンデルバントは、「歴史と自然科学」Geschichte und Naturwissenschaftにおいて、経

験科学を法則定立的 nomothetischと個性記述的 idiographischとに区別する。一切の経験科

学は実在の認識において、自然法則の形式における一般的なものを求めるか、歴史的に規

定された形態における個別的なものを求めるかということができ、経験科学のあるものは

現実的生起の恒常不変な形式を考察し、他のものは現実的生起そのものにおいて規定され

た一回的内容を観察し、前者は法則科学 Gesetzeswissenschaftであり、後者は事件科学

Ereigniswissenschaftであるが、科学的思惟は、前者が法則定立的であり、後者が個性記述

的である 20とする。そして、人間の一切の関心や判断、価値規定は個別的なもの、一回的

なものに関わっているということが保持されるべきである 21という。

　ヴィンデルバントは歴史を個性記述的と捉えるが、「現代における哲学の状況とその課

題について」Über die gegenwärtige Lage und Aufgabe der Philosophieでは、実在の果てしな

く多い徴表から知覚意識に入り込むものはほんの少しの部分にしかすぎないが、無意識的

注意 unwillkürliche Aufmerksamkeitと呼ぶものがその成果において実在の十全な存立から

の選択を意味するとすれば、認識する思惟に存する、記憶的総括的表象形成が半ば意識さ

れず半ば意識されている選択作用を表すことは明白であるといい、無意識的表象形成が本

質的なものの選択過程によって規定されているならば、それは意図的な思慮によって産出

されるところの表象に対してはより高い程度で当てはまるという。ヴィンデルバントは知

り合いの表象について例を挙げ、知り合いの衣服や仕事に携わっている知り合いを知って

いるが、そのことはその知り合いの全表象を把握しているわけではなく、個別的知覚から

限定された少しばかりの部分にすぎず、知り合いの形象は実在の一側面である選択物を意

味する。その無意識的な選択は、興味を喚起するもの、注意を引くもの、記憶に残るもの

によってなされるが、そこには知り合いとの関係において重要とされたものが興味を喚起

し、注意を引き、記憶に残るものとなる。意図的な思慮によって産出される表象について

は、そのような表象を概念と呼ぶが、個別的な対象の単一な概念を構成するとき、個別的

な直観からあるいは記憶に集積された多くの直観から個別的な徴表を分離抽出することに

よってこのことが行われる。このことは全体的に把握することができない多様性の小さな

部分においてのみ起こりかつ起こりうるものであり、そこで選択された徴表を再び結合し

て、概念を構成する統一へともたらす。それゆえ概念において表象する内容は事物の模写

ではなく、選択し総括する思惟の所産である 22。

　このような根本関係において、科学的概念形成において徴表の選択および新たな結合が
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行われる原理を規定するという、あらゆる認識批判の基本的な課題が生じる 23といい、歴

史科学は概念的に形成された人類の普遍妥当的な全体記憶を表明すべきものであるがゆえ

に、その最高の前提ならびに選択原理として、普遍妥当的な価値の体系、理論的な領野に

おける純粋悟性の原則の体系と同様の課題を果たさなければならない体系を必要とする 24

という。

　ヴィンデルバントは、『歴史哲学』Geschichtsphilosophieにおいて、歴史的出来事にあっ

てはその価値関連性が過去の存在に現れ、そのことを顧慮すると歴史的出来事は対象とし

て記憶によって規定されるが、しかしもちろん個々の偶然的な、恣意的な記憶によってで

はなく、生きた伝統における類的な記憶によってであり、この意味において伝統はともに

歴史の概念的な要素に属する 25という。加藤康史はヴィンデルバントの論点を整理して次

のように述べている。

「目的」の観点が導入されることで「歴史」ないしは「歴史的出来事」は「目的論的」

構造を持つとともに、「類的記憶」における「選択」も同じ構造を確保するにいたる。

ヴィンデルバントの場合、こうした「目的論的」構造を持った「選択」こそ「価値評

価」ないしは「価値判断」にほかならないのである。しかも、このとき「価値評価」

は「伝統（Tradition）」と密接な関係にある。……「伝統」は批判的に反省された記

憶という意味で、「批判的記憶」にほかならず、その意味で「新たな創造」でさえある。

つまり、「伝統」が「歴史的なるもの」という性格を規定する根拠であるにしても、

その「伝統」そのものも「選択」されたものであり、それゆえに新たに批判的に秩序

づけられたものなのである。……「認識関心」によって導入された「目的」──この

「目的」の基盤も「伝統」に見い出されるとともに、「伝統」自身もこの「目的」によっ

て規定されることになる──の観点のもとで「歴史的対象」が「選択」されると同時

に、「選択」された「歴史的対象」が「目的論的」に系列化され、それに対して新た

に批判的に意味が付与される。このときまた「伝統」も批判的に形成される。26

　ヴィンデルバントは「歴史と自然科学」において、経験科学を法則定立的 nomothetisch

と個性記述的 idiographischとに区別し、歴史を個性記述的としながらも、「現代における

哲学の状況とその課題について」では、表象の形成過程において徴表の選択がなされるこ

とを指摘し、その選択の原理を規定することを認識批判の基本的な課題とし、歴史学にお

ける選択原理の課題を提起する。そして、歴史における価値評価には伝統が関わってい

る。歴史が個性記述的でありながらも、歴史学を概念的に形成された人類の普遍妥当的な

全体記憶を表明すべきものとし、選択の原理を課題とすることにおいて、歴史の一回性と

人類の普遍妥当的な全体記憶がどのようにかかわってくるのかという問題が生じるが、以
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上取り上げたヴィンデルバントの選択と伝統についての議論を、歴史における史実の選択

に関連させて村岡の国体の淵源の議論を検討してみたい。

　村岡は古事記の神代伝説から国体の理念を議論したが、村岡は史実における価値関係に

言及していて、上で取り上げた資料の選択において、何らかの関心がはたらいているとい

える。またその関心は個人的な関心のみならず、普遍妥当性を考慮すれば、批判的に反省

された記憶としての伝統に裏打ちされたものでなければならないが、国体の理念に関する

伝統がいかなるものとしてとらえられるのだろうか。このことは思想史をどのようにとら

えるかという問題に関わってくるが、この問題については村岡の、上代から近世にわた

る、日本思想史における国体の理念の位置づけを把握した上で、改めて検討することにし

たい。
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